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「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定

める省令の一部を改正する省令」の公布等について（通知） 

 

 「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の

一部を改正する省令」（平成２２年総務省令第８６号。以下「改正省令」という。）

が、平成２２年８月２６日に公布されました。 

今回の改正は、住宅用防災警報器又は住宅用防災警報設備等（以下「住宅用防災警

報器等」という。）を設置しないことができる場合として、複合型居住施設用自動火

災報知設備を設置したときを追加することに関し、所要の整備を行うものです。 

また、これに伴って、○○市（町・村）火災予防条例（例）（昭和３６年１１月２

２日付け自甲消予発第７３号。以下「火災予防条例（例）」という。）についても、

所要の改正を行いました。 

貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるようお

願いします。また、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処

理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨を周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第一 改正省令に関する事項 

住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として、「複合型居住施設用

自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消

防の用に供する設備等に関する省令」（平成２２年総務省令第７号。以下「複合型

居住省令」という。）第３条第２項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上

の基準の例により設置したときを追加したこと（改正省令による改正後の「住宅用

防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」（平成１

６年総務省令第１３８号）第６条第３号関係）。 

 

第二 火災予防条例（例）の改正に関する事項 

住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として、火災予防条例

（例）第２９条の３第１項各号又は第２９条の４第１項に掲げる住宅の部分に

殿 



複合型居住省令第３条第２項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の

基準の例により設置したときを追加したこと（改正後の火災予防条例（例）第

２９条の５第６号関係）。 

 

第三 施行期日に関する事項 

  施行期日は、平成２２年１２月１日としたこと（改正省令附則及び火災予防条例

（例）の一部を改正する条例（例）附則関係）。 

 

 

担当 
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ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 



○
総
務
省
令
第
八
十
六
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
及
び
維

持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
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改
正
す
る
省
令
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次
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よ
う
に
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め
る
。

平
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二
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六
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省
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三
十
八
号
）
の
一
部
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次
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よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

複
合
型
居
住
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
複
合
型
居
住
施
設
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消

防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
技
術
上
の
基

準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。
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則



こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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省
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表

○

住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
百
三
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
置
の
免
除
）

（
設
置
の
免
除
）

第
六
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次

第
六
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
と
き
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
と
き
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

複
合
型
居
住
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
複
合
型
居
住
施
設
に
お
け

る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等

に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に

定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り

設
置
し
た
と
き
。

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
関
す
る
基
準
）

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
関
す
る
基
準
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）



○
○
市
（
町
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村
）
火
災
予
防
条
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一
部
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改
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す
る
条
例
（
例
）

○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
市
（
町
・
村
）
条
例
第
○
号
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一
部
を
次
の
よ
う
に
改
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す
る
。

第
二
十
九
条
の
五
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
に
掲
げ
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の
部
分
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居
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報
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設
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を
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合
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に
お
け
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と
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る
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を
有
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に
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す
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す
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省
令
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、
又
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置
し
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と
き
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こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
例
）

新
旧
対
照
表

○

火
災
予
防
条
例
（
例
）
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日

自
消
甲
予
発
第
七
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
置
の
免
除
）

（
設
置
の
免
除
）

第
二
十
九
条
の
五

前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

第
二
十
九
条
の
五

前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
設
備
の
有
効
範
囲
内
の
住
宅
の
部
分
に
つ
い
て

き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
設
備
の
有
効
範
囲
内
の
住
宅
の
部
分
に
つ
い
て

住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
住
宅
用
防
災
警
報
器
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

「
住
宅
用
防
災
警
報
器
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
住
宅
の
部

分
に
複
合
型
居
住
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
複
合
型
居
住
施
設
に
お

け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備

等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
七
号
）
第
三
条
第
二
項

に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ

り
設
置
し
た
と
き

（
基
準
の
特
例
）

（
基
準
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
六

（
略
）

第
二
十
九
条
の
六

（
略
）
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